
第
十
二
条
の

五
第
一
項
の

改
正
規
定

税
関
長
は
、

品
目
別
原
産
地
規
則
）

環
太
平
洋
協
定
第
四
章
（
繊
維
及
び
繊
維
製

品
）
附
属
書
四

Ａ
（
繊
維
及
び
繊
維
製
品

の
品
目
別
原
産
地
規
則
）
又
は

又
は
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
第
四

章
（
繊
維
及
び
繊
維
製
品
）附
属
書
四

Ａ（
繊

維
及
び
繊
維
製
品
の
品
目
別
原
産
地
規
則
）

環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定

環
太
平
洋
協
定

第
十
二
条
の

五
第
二
項
の

改
正
規
定

環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定

環
太
平
洋
協
定

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
不
正
競
争
防
止
法
等
改
正
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）が
不
正
競
争
防
止
法
等
改
正
法
附

則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
附
則
第
二
条
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
附

則
第
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
」
と
、
附
則
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
二
条
第
三
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
条
」
と
し
、
前
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
一
条
、第
二
条
第
三
項
及
び
第
三
条
第
一
項
中「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
」
と
、
附
則
第
一

条
第
五
号
中
「
附
則
第
三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
三
条
第
二
項
」
と
、「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

協
定
」
と
あ
る
の
は
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
」
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

一

次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

二

附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

三
十
年
法
律
第
三
十
号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
。
次
条
に
お
い
て
「
不
正

競
争
防
止
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
第
二
号
中
「
及
び
第
三
十
三
条
」
を
「
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
」
を
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す

る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
改
正
規

定
を
加
え
る
。

附
則
第
十
九
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進

的
な
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
三
十
三
条
の
二

第
二
号
施
行
日
が
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
以

後
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
条
中
特
許
法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
条
、
第

十
六
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
七
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
七
十
一
号

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
労
働
基
準
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
第
四
号
中
「
第
三
十
九
条
第
八
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
の
三
中
「
ゆ
だ
ね
る
」
を
「
委
ね
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
一
箇
月
」
を
「
三
箇
月
」
に
、「
次
号
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
三
項
を
加
え
る
。

清
算
期
間
が
一
箇
月
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
列

記
以
外
の
部
分
中
「
労
働
時
間
を
超
え
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
時
間
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
清
算
期
間
を

そ
の
開
始
の
日
以
後
一
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
最
後
に
一
箇
月
未
満
の
期
間
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該

期
間
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）ご
と
に
当
該
各
期
間
を
平
均
し
一
週
間
当
た
り
の
労
働
時
間
が
五
十
時
間

を
超
え
な
い
」
と
、「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
号
。
次
条
に
お
い
て「
著
作
権
法
改
正
法
」

と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
八
条
中
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」を「
環

太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協

定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
改
正
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
五
条

施
行
日
が
著
作
権
法
改
正
法
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
著

作
権
法
改
正
法
附
則
第
八
条
中
「
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。）の
」
と
あ
る
の
は
「
）
の
」
と
、
著
作
権
法
改
正

法
附
則
第
九
条
第
一
項
中
「
整
備
法
」
と
あ
る
の
は
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。）」
と
し
、
前
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

施
行
日
が
著
作
権
法
改
正
法
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
著
作
権
法
改
正
法
附
則
第
十
条
中
「
が
整
備

法
」
と
あ
る
の
は
「
が
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る

包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）」

と
、「
か
ら
整
備
法
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
同
法
」
と
し
、
前
条
及
び
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

施
行
日
が
著
作
権
法
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
及

び
前
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

松
山

政
司

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

藤

健

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成


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